
指定難病に係る診断基準及び重症度分類等の改正について 資料３

「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について（令和８年２月２７日付健生
発０２２７第１５号厚生労働省健康・生活衛生局長通知）により診断基準及び重症度分類等を改正し、令和
８年４月１日以降に行われる支給認定から適用する。

主な改正内容指定難病名告示
番号No.

〇概要（概要・原因・症状・治療法・予後）
〇要件の判定に必要な事項（患者数）
〇情報提供元
〇診断基準
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